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CODAの取り組みと課題
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• 名称：

一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構

（Content Overseas Distribution Association略称：CODA）
http://www.coda-cj.jp

• 目的：

音楽、映画、アニメ、放送番組、ゲームなど日本コンテンツ産業の海外展
開を促進すること、並びにコンテンツ産業が一致協力し、共同で海外にお
ける海賊版対策を講じることを目的とする。

• 沿革：

2002年8月 経済産業省・文化庁の呼びかけにより任意団体として設立

2009年4月 一般社団法人格取得

CODAについて



» 会員：（2020年8月1日現在）

CODAについて

企業会員 32社

■アニメーション 10社 ■音楽 ５社 ■放送番組 7社

• (株)アニプレックス
• (株)ADKエモーションズ
• (株)サンライズ
• (株)小学館集英社プロダクション
• (株)スタジオジブリ
• 東映アニメーション（株）
• (株)トムス・エンタテインメント
• 日本アニメーション(株)
• (株)ハピネット
• (株)バンダイナムコアーツ

• エイベックス(株)
• FDW (株)
• キングレコード(株)
• (株)ポニーキャニオン
• ユニバーサルミュージッ

ク合同会社

• (株)TBSテレビ
• (株)テレビ朝日
• 日本テレビ放送網(株)
• 日本放送協会（NHK）
• (株)フジテレビジョン
• 讀賣テレビ放送(株)
• (株)WOWOW

■その他 2社 ■映画 4社 ■出版 4社

• (株)NHKエンタープライズ
• 吉本興業ホールディングス(株)

• 松竹(株)
• 東映(株)
• 東宝(株)
• 日活(株)

• (株)KADOKAWA
• (株)講談社
• (株)集英社
• (株)小学館



CODAについて

» 会員：（2020年8月1日現在）

団体会員 1２団体 賛助会員 １０社・団体
• 一般社団法人衛星放送協会
• 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会
• 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
• デジタルコミック協議会
• 一般財団法人デジタルコンテンツ協会
• 一般社団法人日本映画製作者連盟
• 一般社団法人日本映像ソフト協会
• 一般社団法人日本雑誌協会
• 一般社団法人日本動画協会
• 日本弁理士会
• 一般社団法人日本民間放送連盟
• 不正商品対策協議会

• (株)ソニー・ミュージックエンタ
テインメント

• （株）手塚プロダクション
• (株)テレビ東京
• 一般社団法人日本音楽事業者協会
• 一般社団法人日本音楽制作者連盟
• 一般社団法人日本書籍出版協会
• 一般社団法人日本レコード協会
• (株)バンダイ
• (株)バンダイナムコライツマーケ

ティング
• （株）モリサワ



CODAの取り組み

自動コンテンツ監視・削除センターの運営
国際連携・国際執行
ユーザーのアクセス阻止・資金源遮断
その他
・ 現地でのトレーニングセミナーの実施
・ 海外政府／事業者との関係構築
・ 著作権教育・普及啓発活動
・ 政府への意見提出 等



・CODA自動コンテンツ監視・削除センター 概念図

◆2016年6月から人的モニタリング（目視）の実証実験をスタート！
◆2016年7月からTV放送からFP作成（エア受け）スタート。
◆2017年12月から音のFPスタート。

NEW

NEW

音の照合
システム

NEW

自動コンテンツ監視・削除センターの運営



サイト名

累計実績
（2011年8月～2020年3月）

2019年度実績
（2019年4月～2020年3月）

通知数 削除数 削除率 通知数 削除数 削除率

youtube 350,187 350,187 100.00% 264,615 264,615 100.00%
dailymotion 114,735 114,735 100.00% 23,820 16,697 70.10%
pandora 106,153 106,152 99.99% 17,217 16,030 93.11%
youku 103,670 103,668 99.99% 15,963 15,962 99.99%
tudou 85,864 85,823 99.95% 14,365 1,391 9.68%
facebook 55,154 53,953 97.82% 12,701 190 1.50%
bilibili 43,220 35,956 83.19% 11,958 367 3.07%
その他 227,108 142,294 - 46,132 30,053 -
合計 1,086,091 992,768 91.41% 406,771 345,305 84.89%

運営者への削除要請

自動コンテンツ監視・削除センターの運営



出願分類

9類 CD、DVD、ブルーレイ、ゲームソフト
16類 出版物
28類 玩具
41類 インターネットによる電子出版物・映像・画像等の提供

登録国・地域

日本、米国、欧州、台湾、香港、中国、韓国

CJマーク http://www.coda-cj.jp/activity/cj.html

日本コンテンツのパッケージや映像内に付するマーク。
CODAの団体商標として登録されている国・地域では、海賊版に対してCODAの商標権
を行使することで一括訴追することが可能。

実績

2008年2月20日に初の侵害対応を香港で実施。以降、毎年継続的に侵害対策を実施。

国際連携・国際執行



実績（2005 年1 月～ 2020 年3 月）

2005年以来、モーション・ピクチャー・アソシ
エーション（MPA）の全面的な協力を得て実施。
MPAが調査を行い、日本コンテンツの海賊版を発見
した場合には、CODA と共同で取り締まりを実施。

中国 香港 台湾 合計

取締件数 13,718件 1,309件 2,191件 17,218 件

逮捕者 304名 1,268名 2,180 名 3,752 名

データファイル 0個 210個 15,483個 15,693個

押収物数（件） 4,394,819枚 1,615,483枚 981,064件 6,991,366件

国際連携・国際執行



台湾でのISD摘発事例
①2018年6月14日

ISDを販売し、さらに動画の違法アップロードも行っていたとして、台湾在住の男性4名、女
性2名の計6名の容疑者を逮捕。
台北市、桃園市ほか計5カ所で家宅捜索が行われ、サーバ40台、衛星コード解除機10台、
不正ストリーミング視聴機器「Qbox」100台、スマートホン、パソコン、帳簿などを押収。
日本コンテンツに係るデジタル放送対応の不正ストリーミング視聴機器の摘発は、世界初。

②2019年1月10日
ISDを販売する犯罪組織や、著作物の違法アップロード行為者などに対する初の一斉摘
発を行い、著作権法違反、マネーロンダリング（資金洗浄）の容疑で計11名を逮捕。
台北市、八里区、北埔郷地区、桃園市、台中市、台南市、屏東市の数カ所で家宅捜索が
行われ、ハードディスク40台、サーバ50台、ハブ30台、マルチメディア・オン・デマンド機器
110台、復号化サーバ300台、衛星受信機300台、テレビカード受信機70台、Wi-Fi中継器3
台 、ISD300台、パソコン、スマホ及び会計記録を含む電子・衛星機器を押収（台湾での過
去数十年間のなかで最大の押収量）。

国際執行の実績



①CODAと提携した中国のFirst Brave社が、中国の海賊版サイトMioMioの運営者
から、違法配信の中止・今度一切しない旨の誓約書を受領。同日、サイト完全閉
鎖を確認。

②CODAと連携した中国の現地当局が、中国の海賊版サイト「Dilidili」の経営者4
名らを逮捕(7月10日)。

③日本TVドラマに係わる侵害アプリ「第一弾」事件に関する、中国・上海市静安区
公安分局からの捜査関係事項照会に対応。同公安局が従業員16名を逮捕(8月
11日)。

④CODAと連携した台湾の現地当局が、台湾の海賊版サイト「8maple.ru」の経営
者2名を逮捕(3月31日)。CODAより感謝盾を贈呈。

⑤CODAと連携した台湾の現地当局が、ISD(不正ストリーミング視聴機器)に係る
「Dream Box」、海賊版サイト「ydgy8.com」及び「希爾影城」の刑事摘発。

2020年国際執行実績



ユーザーのアクセス阻止・資金源の遮断



ユーザーのアクセス阻止
フィルタリング(注意喚起メッセージの表示）

コンテンツホルダー セキュリティソフト会社等

海賊版サイト

①発見

現在の協力先企業：

●トレンドマイクロ
●ソースネクスト
●セキュアブレイン
●デジタルアーツ
●BBソフトサービス
●アルプスシステム

②情報提供

ユーザー

③セキュリティソフト等に
反映

④警告表示



大量の申請

ユーザーのアクセス阻止
検索結果表示抑止（違法コンテンツリンク表示の抑止）

個別侵害URL

Google：Trusted Copyright Removal プログラム
→2014年11月にCODAが取得

2019年度は、96,178件を申請
大量の削除リクエストを
継続的に提出可能

サイト全体

への削除要請 → 検索結果から削除

降格シグナル → 表示ランキングの低下

Googleの
広告ネットワークを
利用している場合は
広告も停止



ユーザーのアクセス阻止
CDN（コンテンツ・デリバリー・ネットワーク）への削除要請

海賊版サイト ユーザー

CDN事業者

削除要請

削除要請

Cloudflare (2019/4/1～2020/3/31)

Cloudflare Abuse Formを通じて送付した削除要請数：25,467件

削除要請は、Hosting Providerや運営者に即時にフォワードされ
るほか、要請者に対してもHosting Provider、Abuse Contact
（メールアドレス）情報が開示される。

• 開示された情報に基づき削除要請を送ってもほとんどのサイ
トは削除に応じない。

• Cloudflareに対し、指定したURLについて著作権侵害に「貢
献」していることを指摘した上で情報開示だけではなく、サー
ビス提供自体をやめるよう改めたが、Cloudflareは侵害行為
を自身で判断することはできないとの立場上、裁判所の命令
以外のサービスの提供停止は行わないとの説明があった。



資金源の遮断
広告出稿停止要請（広告表示の停止）

著作権関連団体9団体 広告関連団体
3団体

侵害
サイトの
リスト

（日本版IWL）

内閣府知的財産戦略推進事務局
警察庁生活安全局生活経済対策管理官

総務省情報流通行政局情報通信作品振興課
文化庁長官官房著作権課／文化庁長官官房国際課
経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課

支援

2018年2月15日
スタート
四半期に
一度更新

定期協議を開催

関係省庁連名で各団体へ通知（2018年2月）関係省庁連名で各団体へ通知（2018年2月）

CODAが代表して協議



資金源の遮断
決済処理の停止

侵害行為者

ユーザー

海賊版購入代金
の振り込み

国内の
銀行口座

凍結依頼



その他・著作権普及啓発活動

【海外】消費者対象の著作権啓発イベント開催実績
2010年3月中華人民共和国北京市 (王府井)、2011年3月上海（浦東）、2012年3月北京
市、2014年2月インドネシアジャカルタ、同2月台北、2015年2月インドネシア西ジャワ州バ
ンドン、2015年11月タイバンコク、2016年2月バンコク、2017年9月マハナコーン、2017年7
月及び2018年7月にマレーシアクアラルンプール、2018年1月ベトナムホーチミン、同11月
ハノイ、2019年7月マレーシア、同10月ハノイにて開催。

【国内】消費者対象の著作権啓発イベント開催実績
日中韓３カ国 「知的財産を守ろう」協同キャンペーン（2018年3月24日～）
子どもたちから大人まで広く皆さんが「海賊版や違法サイトを見ない・買わない」こ
とがもっとも有効な解決策であることを分かりやすく解説
不正商品対策協議会（ACA)の活動
• 著作権を守ろう！ポスターコンクールの実施 （警察庁・文部科学省後援）
• 「ほんと？ホント！フェア」を全国各地で開催（知的財産戦略本部はじめ関係各省後援）



課題

「国際連携・国際執行」のハードルの高さ・難しさ。

・ 運営者の特定段階の困難性

・ 執行段階の困難性



防弾
（Bullet Proof)
ホスティング

ポリシー
「聞くな!!答えるな!!」

オフショア
ホスティング

データ関連の
法律に

寛容な国で運営

ウクライナ
ポーランド
ブルガリア
ロシア
インドなど

DMCA無視

匿
名
性 DMCA無視

①

③海賊版
サイト
運営者

運営者特定段階の困難性
（匿名性・秘匿性）

CDN
（コンテンツ
デリバリー
ネットワーク）

Cloudflare等

中継サーバーユーザー

契約

契約

・代理店の多層化
・アドネットワークの複雑化
・アドフラウド（詐欺）の問題
・マイニング

契約

VPNサーバー

データ データ

データ

②

ドメイン登録
完全な匿名性を
売りにしている
ドメイン代行
サービス
「Njalla」

広告代理店

契約

・侵害サイトに直接アクセスしない。
→サーバーのIPアドレス特定が困難になる。
・情報開示時（サイトのIPアドレスのみ回答）
に運営者にも通知
→逃げられる

・1カ月数百円～数十万円
・メールアドレスと仮想通貨のみ
（個人情報を求めない）

オフショア
ホスティング

オフショア
ホスティング

オフショア
ホスティング

オフショア
ホスティング

オフショア
ホスティング

オフショア
ホスティング

①匿名ドメイン代行
②匿名・秘匿サーバー代行
③広告の多層化
④ジオブロッキングの実施

④



執行段階の困難性

複数の国に跨る運営
・ 運営者が複数おり、かつ複数の国にいる
・ サーバー所在地がバラバラであったり、クラウドを利用していたりする
⇒ どの国で執行すべきか？調査のハードル

ドメインの変更・ミラーサイトの作成等が容易（執行側と比較して負担が小さ
い）
⇒一つの国で執行すると他の国所在の者が別のサーバー・クラウドで開始する等

各国の法制度・実務運用の違い
⇒協調・予測のハードル



ご清聴
ありがとうございました。
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